
1、 重要な会計方針

　　　①固定資産の減価償却の方法 建物、什器備品、構築物…定額法によっている。

②消費税の会計処理 税込経理方式によっている。

２、固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

　①地域観光圏整備事業特別会計に係る固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 （単位：円）

科　　目

建　　物

什器備品

構 築 物

合　　計

３、補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

交付者 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

国土交通省 0 7,500,000 7,500,000 0

三重県 0 916,000 916,000 0

三重県 0 9,482,000 9,482,000 0

１、基本財産及び特定資産の明細

　　該当なし

２、引当金の明細

　　該当なし

財務諸表に対する注記

12,016,850

728,2322,567,852 1,839,620

84,884

減価償却累計額

魅力的な観光地づくり補助金（伊勢志摩
ジャンボ!!キャンペーン事業・パンフレット
等による情報発信事業）

3,287,191

取得価額

3,372,075

当期末残高

5,770,498

10,897,309 1,119,541

306,4256,076,923

附属明細書

補助金等の名称

地域独自の観光資源を活用した地域の
稼げる看板商品の創出事業（国内誘客
プロモーション事業）

海外ビジネス展開支援補助金(インバウ
ンド向け情報発信事業)
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